
米沢市地域旅客運送サービス継続事業 実施方針 

 

１．実施区域 

  上郷地区   浅川、梓川、上新田、川井、木和田、下新田、竹井、長手 

 

２．事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅客自動車運送事業 

①路線：上郷線

 

 ②運行ダイヤ 

系統名 
平日 事業者名 事業の種類 運行の態様 

往 復 山交バス

株式会社 

一般乗合 

旅客自動車 

運送事業 

路線定期 

運行 上郷－米沢 3 3 

※運休日：土曜日、日曜日、祝日、８月１３日～８月１６日、１２月２９日～１月３日 

 

 

 

 

 

 

 



③運賃 

 

 

３．２の路線等において地域旅客運送サービスの維持を図るために引き続き実施する運送（継

続旅客運送）に係る運送機関の種類、態様その他の内容 

＜引き続き実施するサービスの内容＞ 

①運送機関の種類及び態様 

   一般乗合旅客自動車運送事業 区域運行 

（上郷地区とまちなかエリア間を運行する乗合タクシー） 

 

 

 

 

 

 

 

220

220 220

220 230 230

220 220 280 280

220 220 250 280 280

220 220 240 250 310 310

220 220 280 310 320 380 380

220 260 280 330 360 360 420 420

220 250 320 340 380 410 420 460 460

220 270 320 380 400 440 460 480 540 540
長　手

中央一丁目

中央五丁目

米沢市役所前

花沢大橋

細 原

上　郷

竹　井

市立病院前

米沢駅前

税務署前

皇大神社前



②運行区域 

 

③運行時間・運行便数 

 路線名 運行日 運行回数 

まちなかエリア行き 平日 ５回/日 

上郷地区行き 平日 ５回/日 

※運休日：土曜日、日曜日、祝日、８月１３日～８月１６日、１２月２９日～１月３日 

 

４．継続旅客運送を実施する者の要件 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当し 

ない者であること。 

（２）米沢市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又はこれ

らの者と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

（３）国税及び地方税に滞納がないこと。 



（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てが行われ

たもの又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立て

が行われたものでないこと。 

（５）会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく精算の開始、又

は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申

立てがなされていないこと。 

（６）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可

を受けていること。 

（7）米沢市内における直近５年間における一般乗合旅客自動車運送事業の実績があること。 

（８）複数の企業等で組織する団体での応募も可能とするが、その場合は、団体に所属する全ての

企業等が（１）～（７）に該当すること。 

 

５．地方公共団体による支援の内容 

（１） 運行費に係る予算措置 

（２） 沿線住民と連携した利用促進策 

 

６．実施予定期間 

令和７年１月４日～令和９年３月３１日（米沢市地域公共交通計画の期間終了まで） 

 

７．公募の期間 

令和６年１１月 12日～令和６年１1月 25日 

 

８．継続旅客運送を実施する者の選定の方法 

  『「米沢市地域旅客運送サービス継続事業」実施事業者公募型プロポーザル実施要領』に基

づく公募 


